
令和８年４月 17 日 

 

　関係医療機関の長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島県健康福祉局医療政策課担当課長（医療人材担当）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　        　　

（〒730-8511 広島市中区基町 10-52） 

　　　　　　　　　　　     　　　　　　　

広島県重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための 

代替医師確保支援事業に係る活用意向調査について（通知） 

 

本県の医療行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

標記の補助事業について、貴院において支援事業の活用を希望する場合は、「３　必要な手続等」

のとおり、回答してください。 

なお、意向調査であるため、事業計画を提出した場合でも、予算上の制約等から御希望に添えな

い場合があります。 

 

１　事業内容 

別紙「広島県重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための代替医師

確保支援事業の補助対象等について」のとおり。 

 

２　補助対象者 

　　尾三（二次保健医療圏）及び県が第８次広島県保健医療計画で医師少数スポットとして設定す

る地域において、医師の勤務・生活環境改善を行う医療機関（保険診療を主とする医療機関）。 

　　※　県による採択後、広島県医療対策協議会及び広島県保険者協議会で支援対象として合意を

得た支援区域及び医療機関が対象となります。 

 

　  【医師少数スポット設定地域（第８次広島県保健医療計画）】 

 

 二次保健医療圏 所在市町 設定地域（日常生活圏域名等）

 広島 安芸高田市 吉田町、美土里町、高宮町 

 安芸太田町 加計 

 北広島町 芸北、大朝

 広島西 廿日市市 吉和

 呉 呉市 安芸灘

 尾三 三原市 三原市北部

 尾道市 北部、瀬戸田、百島

 世羅町 世羅町

 福山・府中 福山市 南部２

 府中市 南部、北部

 神石高原町 神石高原町

 備北 三次市 北部、中部、東部

 庄原市 庄原、西城、口和、高野、総領



３　必要な手続等 

（１） 活用希望の回答 

　　　 本事業の活用を希望する場合は、以下に示す期限までに電子メールで御連絡ください。 

　   ア　連絡先 

　　　　 広島県健康福祉局医療政策課メールアドレス：fumedsei@pref.hiroshima.lg.jp 

　　 イ　期限 

　　　　 令和８年５月１日（金） 

（２） 提出書類等 

ア　提出書類 

　　　 ○事業実施計画（様式１） 

○所要額明細書（様式２） 

○基準額算出調書（様式３） 

　　 提出書類については、広島県ホームページからダウンロードしてください。 

　  【広島県ホームページ】 

広島県重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保

支援事業に係る活用意向調査について 

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/2026iryoushien-hojyokin4.html） 

　　 イ　提出期限 

　　　　 令和８年５月８日（金）必着 

　   ウ　提出方法 

電子メールにより、必要書類を下記のメールアドレス宛てに御提出ください。 

　　　   広島県健康福祉局医療政策課メールアドレス：fumedsei@pref.hiroshima.lg.jp 

 

４　注意事項 

 　（１） 書類の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の

都合により申請額の全額、又は一部を支給できない場合があります。 

　 （２） 本事業は広島県医療対策協議会及び広島県保険者協議会で支援対象として合意を得た支

援区域及び医療機関が対象となります。補助事業の活用希望のあった事業所及び事業内容

等については、両協議会において事業計画等が公開されますので、御同意いただいた上で

必要書類等を提出してください。 

（３） 補助金額の算定にあたっては、別紙「広島県重点医師偏在対策支援区域における医師の

勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業の補助対象等について」を参照してく

ださい。なお、今後、事業内容や補助率・単価や要件等が変更される場合があります。 

（４） 事業計画書の提出後は、計画内容の変更が原則認められないため、事前に関係機関（管

轄保健所等）と協議の上、関係法令等に沿った計画としてください。   

 

　担当：医療支援グループ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：082-513-3062(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　白井）

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/2026iryoushien-hojyokin4.html


広島県重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活環境改善のための 

代替医師確保支援事業の補助対象等について 

 

（１） 事業概要 

　　　 重点医師偏在対策支援区域（以下「支援区域」という。）における医師の勤務･生活環境を改

善して、支援区域への派遣の納得感や支援区域で勤務する意欲の向上を図ることにより、支

援区域で新たに勤務する医師を増やし、支援区域の医師の離職を減らすため、土日の代替医

師確保への支援を行う。 

 

（２） 補助対象者 

　　　 尾三（二次保健医療圏）及び県が第８次広島県保健医療計画で医師少数スポットとして設定す

る地域において、医師の勤務・生活環境改善を行う医療機関（保険診療を主とする医療機関）。 

　　 　※　県による採択後、広島県医療対策協議会及び広島県保険者協議会で支援対象として合

意を得た支援区域及び医療機関が対象。 

 

（３） 補助基準額等 

　　　 基準額：60,000 円 × 延日数（日直、宿直数） 

対象経費：土日祝日の代替医師の雇上にかかる経費 

　     補助率：1/2 

 

（４） 補足 

・　夜間休日診療を行うための、土曜日・日曜日・祝日の宿日直を行う代替医師（非常勤）が対象。 

・　令和７年度より常勤医の日当直回数が減少した分を対象とする。 

・　「医師派遣元医療機関支援事業」を活用している医療機関も本事業の対象になる。 

（例） 「医師派遣元医療機関支援事業」でＡ病院（派遣元）からＢ病院（派遣先）に派遣を

行っている場合 

Ａ病院が平日の医師派遣を行っているが、Ａ病院の土日の代替医師確保は支援対象。 

Ｂ病院は平日の医師派遣を受けているが、Ａ病院の土日の代替医師確保は支援対象。 

Ｂ病院がＡ病院から土日の代替医師を確保している場合でも、Ｂ病院は支援対象。 

※ 「医師派遣元医療機関支援事業」は宿日直を行うための派遣は対象外。 

・　代替医師が医療機関から派遣されている場合において、派遣元医療機関が本事業の対象

である場合は、対象外とする。ただし、不足する特定診療科に限定した代替医師を派遣され

ている場合は、対象とすることは可能。 

 （例） 

 

 

 

 

 

 

　 　Ａ病院は、常勤医 aをＢ病院の土日代替医師として派遣している一方で、Ｃ病院から常

勤医ｃを土日の代替医師に来てもらっている。この場合、Ａ病院は本事業（常勤医 cの確

別紙

本事業で a を土日代替医師として確保



保）の対象外となる。ただし、常勤医 cがＡ病院において不足する特定診療科の代替医師

であれば、対象とすることは可能。 

※　Ｂ病院は本事業（常勤医 aの確保）の対象。 

・　１医療機関において、申請できるのは「１当直帯あたり１人分まで」とする。 

・　フルタイムで日直・宿直を実施していない場合は、勤務時間に応じて、回数を按分すること。 

（例）日直が 8:00～18:00（10 時間）、宿直が 18:00～翌 8:00（14 時間）の勤務体系の時 

フルタイムで宿日直した場合  

→ 60,000 円 × ２回 ＝ 120,000 円 

日直分を 13:00 から行い、宿直はフルタイムで勤務した場合 

→（60,000 円 × １回 × 5H/10H） ＋（60,000 円 × １回）＝ 90,000 円



【医師少数スポット設定地域（第８次広島県保健医療計画）】
二次保健医療圏 所在市町 設定地域（日常生活圏域名等） 圏域内の町名等

吉田町 吉田町
美土里町 美土里町
高宮町 高宮町

安芸太田町 加計 穴、坪野、加計、津浪、観音、下筒賀、下殿河内

芸北 雲耕、移原、大暮、大利原、大元、奥中原.、奥原、苅屋形、川小田、草安、荒神原、小原、才乙、高野、土橋、中祖、南門原、
西八幡原、橋山、東八幡原、細見、政所、溝口、宮地、米沢

大朝 筏津、岩戸、大朝、大塚、新庄、田原、宮迫
広島西 廿日市市 吉和 吉和
呉 呉市 安芸灘 下蒲刈町、蒲刈町、豊浜町、豊町

三原市 三原市北部

八幡町宮内、八幡町垣内、八幡町屋中、八幡町野串、八幡町篝、八幡町美生、八幡町本庄、久井町莇原、久井町吉田、
久井町江木、久井町下津、久井町泉、久井町和草、久井町羽倉、久井町坂井原、久井町小林、久井町山中野、久井町土取、
大和町上徳良、大和町下徳良、大和町萩原、大和町福田、大和町篠、大和町蔵宗、大和町大草、大和町大草、大和町平坂、
大和町姥ヶ原、大和町和木、大和町箱川、大和町椋梨、大和町大具、大和町上草井、大和町下草井

北部 美ノ郷町、木ノ庄町、原田町、御調町
瀬戸田 因島原町、因島洲江町、瀬戸田町
百島 百島

世羅町 世羅町 世羅町
福山市 南部２ 内海町、沼隈町

南部
府中町、出口町、土生町、本山町、元町、鵜飼町、広谷町、桜が丘一丁目、桜が丘二丁目、桜が丘三丁目、府川町、高木町、
中須町、栗柄町、用土町、目崎町、父石町、上山町、荒谷町、河面町、篠根町、僧殿町、河南町、三郎丸町、河佐町、久佐町、
諸毛町、小国町、阿字町、木野山町、行縢町、斗升町

北部 上下町上下、上下町深江、上下町国留、上下町矢野、上下町矢多田、上下町松崎、上下町井永、上下町佐倉、上下町水永、
上下町岡屋、上下町階見、上下町二森、上下町小堀、上下町小塚、上下町有福

神石高原町 神石高原町 神石高原町

北部
君田町東入君、君田町西入君、君田町石原、君田町藤兼、君田町泉吉田、君田町櫃田、君田町茂田、布野町横谷、布野町上布野、
布野町下布野、布野町戸河内、作木町伊賀和志、作木町森山西、作木町森山中、作木町森山東、作木町岡三渕、作木町大畠、
作木町光守、作木町西野、作木町上作木、作木町下作木、作木町香淀、作木町門田、作木町大山

中部 向江田町、和知町、上田町、有原町、三若町、石原町、海渡町、糸井町、大田幸町、小田幸町、木乗町、志幸町、塩町、
江田川之内町、高杉町、廻神町、東酒屋町、西酒屋町、青河町、南畑敷町、畠敷町、四拾貫町、後山町

東部

吉舎町吉舎、吉舎町安田、吉舎町上安田、吉舎町三玉、吉舎町矢野地、吉舎町海田原、吉舎町矢井、吉舎町敷地、吉舎町丸田、
吉舎町清綱、吉舎町檜、吉舎町吉舎川之内、吉舎町辻、吉舎町雲通、吉舎町徳市、三良坂町灰塚、三良坂町光清、三良坂町仁賀、
三良坂町田利、三良坂町皆瀬、三良坂町三良坂、三良坂町長田、三良坂町岡田、甲奴町本郷、甲奴町西野、甲奴町梶田、
甲奴町福田、甲奴町太郎丸、甲奴町有田、甲奴町抜湯、甲奴町小童、甲奴町宇賀

庄原
庄原市板橋町、市町、上谷町、大久保町、尾引町、小用町、掛田町、上原町、川北町、川手町、川西町、木戸町、高茂町、是松町、
実留町、春田町、新庄町、高門町、高町、田原町、戸郷町、殿垣内町、中本町、永末町、七塚町、濁川町、西本町、東本町、一木町、
平和町、本郷町、本町、本村町、水越町、三日市町、峰田町、宮内町、門田町、山内町

西城 庄原市西城町
口和 庄原市口和町
高野 庄原市高野町
総領 庄原市総領町

広島

安芸高田市

北広島町

尾三

尾道市

福山・府中 府中市

三次市

庄原市

備北


